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お 知 ら せ お 知 ら せ

生
活
相
談

と
き
　[

聴
覚]

　
４
月
21
日�
木
�

　
受
け
付
け
は
13
時
か
ら
14
時

と
こ
ろ
　
備
北
地
域
事
務
所
第

　
３
庁
舎
２
階

※
１
週
間
前
ま
で
に
社
会
福
祉

　
課
生
活
福
祉
係�
　
０
８
２
４

�
７
３
�
１
１
６
６
�
へ
相
談
・

予
約
し
て
く
だ
さ
い
�

と
き
　
４
月
12
日�
火
��５
月
10

　
日�
火
�10
時
�
12
時
・
13
時
�

　
15
時

と
こ
ろ
　
西
本
町
二
丁
目

　
　
　
　
長
岡
本
社
ビ
ル
３
階

内
容
　
年
金
を
中
心
と
し
た
社

　
会
保
険
全
般
の
相
談
を
受
け

　
ま
す
�

問
い
合
わ
せ

　
三
次
社
会
保
険
事
務
所
　
　

　
　
０
８
２
４
�
６
２
�
３
１
０
７

●
よ
ろ
ず
相
談

　
日
常
生
活
に
関
わ
る
相
談
に
�

　
年
中
無
休
で
応
じ
ま
す
�

　
窓
口
相
談
　
８
時
30
分
�
17

　
時
30
分�
年
中
無
休
�

電
話
相
談
　
各
地
域
セ
ン
タ
�

　
で
24
時
間
受
け
付
け
ま
す
�

●
一
般
相
談

　
日
常
生
活
全
般
に
関
わ
る
悩

　
み
ご
と
の
相
談
に
�民
生
委
員

　
が
応
じ
ま
す
�

相
談
日

　
庄
原
地
域
セ
ン
タ
�

　
　
　
　
　
　
　�
毎
週
水
曜
日
�

　
総
領
地
域
セ
ン
タ
�

　
　
　
　
　
　
　
　�
毎
月
10
日
�

　
右
記
以
外
の
地
域
セ
ン
タ
�

　
　
　
　
　�
毎
月
第
３
木
曜
日
�

相
談
時
間

　
13
時
30
分
�
16
時
30
分

※
総
領
地
域
セ
ン
タ
�
は
９
時

　
�
12
時

●
人
権
相
談

と
き
　
毎
月
第
２
・
第
４
火
曜
日

　
13
時
30
分
�
16
時
30
分

と
こ
ろ
　
庄
原
地
域
セ
ン
タ
�

●
行
政
相
談

と
き
　
毎
月
第
３
木
曜
日

　
13
時
30
分
�
16
時
30
分

と
こ
ろ
　
庄
原
地
域
セ
ン
タ
�

●
児
童
相
談

と
き
　
毎
月
第
３
金
曜
日

　
10
時
�
15
時

と
こ
ろ
　
庄
原
地
域
セ
ン
タ
�

●
法
律
相
談�
要
予
約
�

と
き
　
毎
月
第
１
・
第
３
金
曜
日

　
13
時
�
16
時

と
こ
ろ
　
庄
原
総
合
セ
ン
タ
��
５

　
月
か
ら
10
月
の
第
１
金
曜
日

　
は
巡
回
相
談
�

●
税
金
相
談�
要
予
約
�

と
き
　
毎
月
第
３
火
曜
日

　
13
時
30
分
�
16
時
30
分

と
こ
ろ
　
庄
原
総
合
セ
ン
タ
�

問
い
合
わ
せ

　
庄
原
市
社
会
福
祉
協
議
会

●
庄
原
総
合
セ
ン
タ
�

　
西
本
町
二
丁
目
17
番
25
号
　

　
　
０
８
２
４
�
７
２
�
７
１
０
０

　�
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
�

●
庄
原
地
域
セ
ン
タ
�

　
西
本
町
二
丁
目
17
番
25
号
　

　
　
０
８
２
４
�
７
２
�
５
１
５
１

※
夜
間
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
８
０
�
５
２
３
９
�
４
０
８
６

●
西
城
地
域
セ
ン
タ
�

　
西
城
町
中
野
１
３
３
９
番
地

　
　
０
８
２
４
�
８
２
�
２
９
５
３

※
夜
間
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
８
０
�
５
２
３
９
�
４
０
８
７

●
東
城
地
域
セ
ン
タ
�

　
東
城
町
川
東
１
１
８
８
番
地
４

　
　
０
８
４
７
７
�
２
�
０
４
８
８

※
夜
間
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
８
０
�
５
２
３
９
�
４
０
８
８

●
口
和
地
域
セ
ン
タ
�

　
口
和
町
永
田
４
１
５
番
地
４

　
　
０
８
２
４
�
８
９
�
２
３
２
０

※
夜
間
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
８
０
�
５
２
３
９
�
４
０
８
９

●
高
野
地
域
セ
ン
タ
�

　
高
野
町
新
市
１
１
５
０
番
地
１

　
　
０
８
２
４
�
８
６
�
３
０
４
４

※
夜
間
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
８
０
�
５
２
３
９
�
４
０
９
０

●
比
和
地
域
セ
ン
タ
�

　
比
和
町
比
和
１
１
１
９
番
地
１ 

  

　
　
０
８
２
４
�
８
５
�
２
６
０
０

※
夜
間
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
８
０
�
５
２
３
９
�
４
０
９
１

●
総
領
地
域
セ
ン
タ
�

　
総
領
町
下
領
家
７
１
番
地
　

　
　
０
８
２
４
�
８
８
�
２
７
９
６

※
夜
間
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
８
０
�
５
２
３
９
�
４
０
９
３

　
備
北
地
域
保
健
所
で
は
�次
の

と
お
り
健
康
相
談
を
開
催
し
ま
す
�

専
門
の
精
神
科
医
師
や
保
健
師

が
相
談
に
応
じ
�秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
の
で
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
�

●
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

内
容
　
ス
ト
レ
ス
や
対
人
関
係
�

　
思
春
期
の
悩
み
な
ど
に
応
じ

　
ま
す
�

と
き
　
４
月
19
日�
火
�

●
ひ
き
こ
も
り
相
談

内
容
　
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ

　
る
人
や
そ
の
ご
家
族
か
ら
の

　
相
談
に
応
じ
ま
す
�

と
き
　
４
月
21
日�
木
�

●
ア
ル
コ
�
ル
相
談

内
容
　
ア
ル
コ
�
ル
に
関
す
る

　
こ
と
で
お
困
り
の
方
や
そ
の

　
家
族
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
�

と
き
　
４
月
26
日�
火
�

■
い
ず
れ
の
相
談
も

と
こ
ろ
　
備
北
地
域
保
健
所
　

　
第
１
相
談
室

受
付
時
間
　
13
時
30
分
�
14
時

　
30
分

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

　
備
北
地
域
保
健
所
保
健
課

　
　
０
８
２
４
｜
６
３
｜
５
１
８
１

　
　�
内
線
３
３
４
２
・
３
３
４
３
�

　
次
の
よ
う
な
場
合
�申
請
に
よ

り
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
�
該
当
す
る
人
は
�
納

期
限
の
７
日
前
ま
で
に
税
務
課

ま
た
は
各
支
所
税
務
担
当
窓
口

へ
減
免
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
�

�
固
定
資
産
税
�

①
公
私
の
扶
助�
※
�を
受
け
て
い

　
る
人
が
所
有
す
る
固
定
資
産

②
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
固

　
定
資
産�
有
料
の
場
合
を
除
く
�

③
災
害
な
ど
に
よ
り
著
し
く
価
値

　
が
減
少
し
た
固
定
資
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

�
軽
自
動
車
税
�

①
公
私
の
扶
助�
※
�を
受
け
て
い

　
る
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

②
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る

　
軽
自
動
車

③
身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
り
�

　
歩
行
が
困
難
な
人
が
所
有
す

　
る
軽
自
動
車

④
身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
る

　
人
の
た
め
に
生
計
を
共
に
す

　
る
人
が
所
有
し
運
転
す
る
軽

　
自
動
車

⑤
身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
る

　
人
�
単
身
で
生
活
す
る
人
�
を

　
常
時
介
護
す
る
人
が
運
転
す

　
る
軽
自
動
車
で
�市
長
が
必
要

　
と
認
め
る
も
の�
県
自
動
車
税

　
分
�市
の
軽
自
動
車
税
分
を
あ

　
わ
せ
て
１
台
に
限
る
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

※
公
私
の
扶
助
・・・
生
活
保
護
法
に

　
規
定
す
る
扶
助
や
�社
会
事
業
団
�

　
親
類
や
近
隣
な
ど
の
扶
助

●
納
期
限
は
５
月
31
日�
火
�で
す
�

　
申
請
は
納
期
限
の
７
日
前
ま

　
で
に
お
願
い
し
ま
す
�

問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
資
産
税
係

　
　
０
８
２
４
｜
７
３
｜
１
１
４
４

　
西
城
支
所
市
民
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
２
｜
２
１
２
４

　
東
城
支
所
市
民
課

　
　
０
８
４
７
７
｜
２
｜
５
１
２
１

　
口
和
支
所
市
民
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
７
｜
２
１
１
２

　
高
野
支
所
市
民
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
６
｜
２
１
１
５

　
比
和
支
所
市
民
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
５
｜
３
０
０
１

　
総
領
支
所
市
民
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
８
｜
３
０
６
３

　
新
庄
原
市
の
誕
生
を
記
念
し
て
�

広
島
カ
�
プ
の
試
合
を
応
援
す

る
�
庄
原
市
カ
�
プ
応
援
隊
�
を

募
集
し
ま
す
�

　
こ
れ
は
�各
種
団
体
の
ご
協
力

に
よ
り
広
島
市
民
球
場
外
野
席

に
�
庄
原
市
民
の
年
間
指
定
席
�

を
40
席
確
保
し
�年
間
を
通
し
て

市
民
応
援
団
で
カ
�
プ
を
応
援

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
�

　
新
庄
原
市
に
在
住
�
通
勤
�
通

学
さ
れ
る
方
な
ら
ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す
�必
勝
を
願
い
応

援
隊
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
�

参
加
費
�
広
島
市
民
球
場
で
行

　
わ
れ
る
公
式
戦
１
試
合
の
参

　
加
費
用�
往
復
バ
ス
代
な
ど
�

　
大
人�
中
学
生
以
上
�

　
　
　
　
　
　
　
３
�０
０
０
円

　
小
人�
小
学
生
�

　
　
　
　
　
　
　
２
�０
０
０
円

　
幼
児�
３
才
以
上
�

　
　
　
　
　
　
　
１
�０
０
０
円

申
し
込
み
�
下
記
専
用
電
話
で

　
の
み
受
け
付
け
ま
す
�

　
■
平
日
　
９
時
�
17
時
30
分

　
■
土
曜
日
　
９
時
�
12
時
30

　
　
分�
第
２
・
４
土
曜
は
休
み
�

　
■
日
曜
・
祝
日
　
休
み

※
申
し
込
み
順
に
決
定
し
�40
席

　
が
確
定
次
第
締
め
切
り
ま
す
�

　
ま
た
�毎
月
11
日
の
９
時
か
ら
�

　
翌
月
分
の
全
試
合
の
受
け
付

　
け
を
開
始
し
ま
す
�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
備
北
交
通
観
光
課
カ
�
プ
応

　
援
隊
専
用
電
話

　
　
０
８
２
４
｜
７
３
｜
０
９
１
９

身
体
障
害
者

　
　
定
期
相
談�
判
定
�会

社
会
保
険
一
日
相
談

庄
原
市
社
会
福
祉

　
　
協
議
会
の
相
談
事
業

心
の
健
康
相
談

固
定
資
産
税

　
　
軽
自
動
車
税
の
減
免

税
　
務

募
　
集

�
庄
原
市
カ
�
プ
応
援
隊
�

へ
の
参
加
者

次の内容で、自衛隊幹部候補生を募集します。詳しくはお問い合わせください。

一
般
・
技
術

歯
科
・
薬
剤

１次：5月21日（土）

２次：6月21日（火）～23日（木）

　     の間の指定する1日

専門の大卒（見込含む）

20歳以上30歳未満の

人（薬剤は26歳未満の

人（薬学修士学位取得

者は、28歳未満））

４月４日（月）

５月13日（金）

～

自衛隊広島地方連絡部三次募集事務所
     0824－62－0350
総務課行政係　　0824－73－1123

自衛官幹部候補生を募集

問い合わせ

種目 応募資格 受付期間 試験期日

20歳以上26歳未満

（22歳未満の人は大卒

（見込みを含む））

大学院修士学位取得

者（海上技術幹部候補

生志願者は、理工学修

士学位取得者に限る）

は28歳未満

１次：5月21日（土）・22日（日）

　     ※22日は飛行要員のみ

２次：6月21日（火）～23日（木）

　     の間の指定する1日

３次：7月23日（土）～8月4日（木）

　     ※飛行要員のみ
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お 知 ら せ お 知 ら せ
　
市
道
な
ど
の
美
化
活
動
に
つ

い
て
は
�多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
協

力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
�

　
市
で
は
�市
道
の
草
刈
り
を
地

域
ぐ
る
み
で
実
施
さ
れ
た
地
域

団
体
に
対
し
て
�片
側
延
長
１
ｍ

に
つ
き
７
円
の
交
付
金
を
交
付

す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
�

　
こ
の
制
度
を
利
用
さ
れ
る
場

合
は
�受
付
期
間
内
に
�建
設
課�
支

所
管
内
は
各
支
所
の
建
設
課
ま

た
は
環
境
建
設
課
�へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
�
申
請
用
紙
は
�
各
担

当
課
に
準
備
し
て
あ
り
ま
す
�

受
付
期
間

　
４
月
25
日�
月
��
５
月
31
日�
火
�

問
い
合
わ
せ

　
建
設
課
管
理
係

　
　
０
８
２
４
｜
７
３
｜
１
１
５
０

　
西
城
支
所
環
境
建
設
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
２
｜
２
１
８
２

　
東
城
支
所
建
設
課

　
　
０
８
４
７
７
｜
２
｜
５
１
４
１

　
口
和
支
所
環
境
建
設
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
７
｜
２
１
１
３

　
高
野
支
所
環
境
建
設
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
６
｜
２
１
１
３

　
比
和
支
所
環
境
建
設
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
５
｜
３
０
０
３

　
総
領
支
所
環
境
建
設
課

　
　
０
８
２
４
｜
８
８
｜
３
０
６
５

　
農
用
地
区
域
の
変
更
申
し
出
は
�

新
庄
原
市
に
お
い
て
�５
月
末
ま

で
と
11
月
末
ま
で
の
年
２
回
の

受
付
と
な
り
ま
す
�農
地
転
用
な

ど
で
農
用
地
区
域
の
変
更
を
さ

れ
る
場
合
は
�早
め
に
農
用
地
区

域
変
更
申
出
書
を
�該
当
す
る
農

地
の
存
在
す
る
本
庁(

農
林
振
興

課)

ま
た
は
支
所(

地
域
振
興
課)

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
�

問
い
合
わ
せ

　
農
林
振
興
課
管
理
係

　
　
０
８
２
４
｜
７
３
｜
１
１
３
１

と
き
　
４
月
15
日�
金
��16
日�
土
�

と
こ
ろ
　
桜
町
通
り�
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[住民基本台帳登載人口]

○人　口　44,415人

　　男　　21,114人

　　女　　23,301人

○世帯数　16,310世帯

[外国人登録人口]

○人　口　296人

（2月末日現在）

４月17日（日）
　　24日（日）
　　29日（金）
５月１日（日）
　　３日（火）
　　４日（水）
　　５日（木）
　　８日（日）

田 渕 医 院
毛 利 医 院
備北ななつか病院
庄原赤十字病院
児 玉（ 納 ）医 院
林 医 院
戸 谷 医 院
笠 間 医 院

0824-72-3900
0824-72-2863
0824-75-2070
0824-72-3111
0824-72-0147
0824-72-0121
0824-72-3131
0824-72-0535

診療所名

●庄原地域

4月・5月の休日診療については、
次のとおりです。

※庄原赤十字病院については、救急患者に限ります。

電話番号

４月17日（日）
　　24日（日）
　　29日（金）
５月１日（日）
　　３日（火）
　　４日（水）
　　５日（木）
　　８日（日）

瀬 尾 医 院
こぶしの里病院
東 城 病 院
日 伝 医 院
こぶしの里病院
東 城 病 院
細 川 医 院
久 岡 医 院

08477-2-0023
08477-2-5255
08477-2-2150
08477-2-2180
08477-2-5255
08477-2-2150
08477-2-0054
08477-2-2626

診療所名

●東城地域
電話番号

東
城
町
さ
く
ら
祭
り

帝
釈
峡
湖
水
開
き
の
中
止

口
和
モ
�
モ
�

　
　
　
物
産
館
オ
�
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広
島
県
の
最
低
賃
金

　
　
　
時
間
額
６
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５
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４
月
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年
者
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酒
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強
調
月
間

催
　
し

そ
の
他

休日診療のご案内

　広島県みどり推進機構庄原支部では、今年も緑の

募金活動を４月から５月にかけて行います。

　この募金は、身近な緑の環境づくりの推進や、募

金活動を通して市民の皆さんへ「みどり」の重要性

を理解していただくことを目的としています。

　募金活動は、市内の学校・保育所・公民館や企業・

関係団体へ募金を依頼するとともに、市内の公共機

関等へ募金箱を設置することにより、ご協力をお願

いしています。

　この募金は、地域で行う植樹活動や、学校・保育所

等の緑化事業への助成金として活用されます。昨年

もご協力いただいた募金を活用し、地域・学校・保育

所で取り組まれた植樹をはじめとする緑化活動に

対し助成を行いました。助成を希望される団体があ

りましたらご相談ください。

　「みどり」は心に安らぎをもたらし、また、快適な

生活に必要な木材や林産物を供給してくれます。さ

らには、地球温暖化防止という重大な役割も担って

います。この大切な「みどり」のために、市民の皆さ

んのご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ　広島県みどり推進機構庄原支部

　　　　　　　事務局：農林振興課振興係

　　　　　　　電話0824－73－1132

　庄原市外五カ町連合衛生施設組合が、是松町

の市営庄原工業団地内に建設していたリサイク

ルプラザと最終処分場が、3月25日に完成しま

した。

　施設は４月１日から本格稼動し、分別収集し

た資源ごみはリサイクルプラザで再選別、資源

化していきます。

　また市では、リサイクルのより一層の推進を

目指し、これまで「広報しょうばら」や「環境しょ

うばら」、あるいは地域説明会などでお知らせし

ているとおり、4月からごみ袋を一新し、ごみの

分別を細分化しています。これにより、古い指定

袋で出されたごみは収集しませんのでお気をつ

けください。ごみの減量とリサイクル推進のため、

市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ

環境衛生課環境衛生係　電話0824-72-1398

西城支所環境建設課　　電話0824-82-2182

東城支所環境衛生課　　電話08477-2-5241

口和支所環境建設課　　電話0824-87-2113

高野支所環境建設課　　電話0824-86-2113

比和支所環境建設課　　電話0824-85-3003

総領支所環境建設課　　電話0824-88-3065

ごみの減量とリサイクルの拠点

リサイクルプラザが完成
緑の募金にご協力を

あなたの善意が「みどり」を守ります

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

人の動き

納付は

手続きは各金融機関の
窓口でお願いします。
※残高確認も忘れないでください。

便利な口座振替で便利な口座振替で
下水道使用料水道使用料市税

◎税務課収納係
◎下水道課管理係
◎水道課庶務係

0824-73-1145
0824-73-1175
0824-73-1169

市
道
の
草
刈
り
に
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る
交
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５
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政
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